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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 平成２４年８月１６日（木） １４時３０分ごろ 

発生場所 山口県萩市玉江漁港沖 

萩市所在の玉江港灯台から真方位３２３°４１０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２５.１′ 東経１３１°２２.２′） 

事故調査の経過 平成２４年１１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ ＴＳＵＫＵＭＯ
ツ ク モ

、５トン未満 

 ２９１－３９５１２山口、個人所有 

 ２.７０ｍ（Lr）×１.０８ｍ×０.４９ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１０６.６５kＷ、平成１２年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳          

 特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２０年９月３０日 

  免許証交付日 平成２０年９月３０日 

         （平成２５年９月２９日まで有効） 

同乗者 女性 ２３歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者） 

 損傷 なし 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を背後に乗せ、船長

が、水上オートバイは海面を跳ねて進むことがあるので、しっかりと

つかまっておくように同乗者へ注意し、同乗者が船長の腰に両手を回

してつかまり、それと同時に知人が乗り組む水上オートバイ２隻（以

下「僚船」という。）と共に萩市西ノ浜から玉江漁港の北方に向け、

遊走を開始した。 

船長は、同乗者に対し、水上オートバイの免許取得を勧めるなどの

話をしながら、約２分間ほぼ直線で遊走したのち、西ノ浜に戻ろうと

して反転を行い、増速して速力を５０km/h 弱としたところ、僚船の遊

走で生じた波によって本船が右舷側に大きく傾斜し、平成２４年８月

１６日１４時３０分ごろ船長及び同乗者が本船の右後方に落水した。 

船長は、停止していた本船の機関を始動し、海面に浮いていた同乗
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者を乗せて西ノ浜に戻ったが、同乗者が腰部の痛みを訴えるので、自

己所有の自動車で付近の病院へ送ったところ、第二腰椎の圧迫骨折で

あり、受傷後約３か月コルセット装着の必要がある旨の診断が行われ

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

船長は、友人ら８人（大人６人及び子供２人）が水上オートバイ２

隻で午前中から西ノ浜で遊んでいたので、近くのマリーナから本船を

回航し、１２時過ぎに３人（大人２人及び子供１人）で合流した。 

船長は、免許を取得して以来、毎年、夏季に８回程度、水上オート

バイの操縦を行っていた。 

船長と同乗者は、本事故当日が初対面であった。 

同乗者は、水上オートバイに乗るのは本事故当日が初めてであり、

午前中に１回同乗し、本事故時は２回目の同乗であった。 

本船は、ウォータージェット推進装置を装備した最大搭載人員３人

の水上オートバイであった。 

 船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、玉江漁港沖を速力約５０km/h で遊走中、僚船の航走波を受

けて右舷側に傾斜したことから、同乗者が落水して負傷したものと考

えられる。 

原因  本事故は、本船が、玉江漁港沖を速力約５０km/h で遊走中、僚船の

航走波を受けて右舷側に傾斜したため、同乗者が落水したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船の航走波の影響を受けないよう、船間距離を保つこと。 

・水上オートバイに同乗者を乗せる場合には、同乗者の水上オート

バイへの同乗経験を考慮し、安全に配慮した速力で遊走するこ

と。 

 


